
はじめに

事業をグローバルに展開している米国企業の産

業保健の現状を調査するため，2004年１月29日か

ら２週間にわたり米国を訪問した。今回の調査の

目的は，米国における主要な産業保健プログラム

の状況，米国外の法人や事業所に対するプログラ

ムの標準化の程度と仕組み，そして産業保健専門

職の教育・育成体制について調査することである。

米国においては，産業保健専門職の選任義務がな

く，多くの産業保健プログラムが自主的に実施さ

れている。また，進出先の法令は尊重するものの，

標準化したプログラムを世界全体で実施する傾向

がある。これらの特徴は，多くの産業保健プログ

ラムが法令で規定され，また海外進出先において

日本国内のプログラムを標準的に実施することが

ない日本企業とは大きく異なる。しかし，すでに

多国籍化が進んでいる日本企業は，今後企業の社

会的責任（CSR）の一環として文化や法令の異

なる国々の事業所において安全衛生に関する標準

的取組みが求められる可能性があり，その際の参

考になる情報が収集できたと考える。

訪問先企業

今回訪問した企業は，以下のとおり。（訪問順）

Conoco Phillips社（石油），Shell USA社（石

油），Exxon Mobil社（石油），DuPont社（化

学），Proctor ＆ Gamble社（家 庭 用 品），

Merck社（薬品），IBM 社（コンピューター）

このうち，Shell社のグローバル本社はオランダ

に存在するが，米国内の最大の拠点になっている。

調査結果

１.産業保健組織

⑴ 産業保健組織がカバーする活動の範囲

産業保健組織がカバーする範囲として，関連が

深い分野である産業衛生（Industrial Hygiene）

およびEAP（Employee Assistance Program）

との関係を調査した。産業衛生に関しては，調査

した多くの企業で安全環境部門の一部として含ま

れており，産業保健組織とは協力関係にあったが，

工場等での活動では，産業保健と産業衛生の関係

は，より密接に活動していた。産業保健組織に産

業衛生は含まれていたり，産業保健，産業衛生，

安全が同一組織に含まれていた企業も存在した。

一方，EAPに関しては，外部専門機関と契約

によってサービスを提供する外部EAPがほとん

どであり，その場合には産業保健部門がその契約

や質の管理に責任を持つ形態が多かった。社内

EAPを持つ企業では，産業保健とEAPが Inte-
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grated Healthと呼ばれる組織を構成し，両機能

のGlobal担当が人事担当バイスプレジデントに

レポートするとともに，両者がひとつの部門とし

て密接な関係で業務を行う形態であった。

⑵ 産業保健組織のトップの位置づけ

産業保健組織の全体の位置づけを表現するには，

産業保健のトップが企業内でどのようなポジショ

ンを与えられているかを明確にすることが有効で

ある。今回訪問した企業の多くが，産業保健トッ

プに統括産業医として医師を置き，人事担当バイ

スプレジデント（日本では人事担当執行役員に相

当）に報告するという形態を取っていた。一部企

業では，渉外担当バイスプレジデントや安全健康

観環境部門統括バイスプレジデントのような例が

あった。いずれにしても，企業内のラインの一つ

である産業保健組織において，産業保健組織のト

ップは，企業の方針に合った組織運営とサービス

の企画提供が求められる立場にあった。

⑶ 産業保健がカバーする地理的関係および業務

部門との関係

訪問したほとんどの企業の産業保健部門は，企

業全体の活動を一定のレベルに標準化し，展開す

る責任を持っていた。その場合，リージョン（例

えば，北米，アジア，ヨーロッパ等）と呼ばれる

地域を想定して，それぞれごとに責任者を置く形

態が一般的であった。同時に，一つの企業がいく

つかの事業部を持つような場合では，本社に事業

部門ごとの担当者を置いたり，１人の産業医がリ

ージョンと特定部門の２つの担当を持っている例

があった。そのような場合でも，実際のサービス

は地域ごとで行われるため，国レベルでは責任を

持って部門をまたがってサービス提供が行われて

いた。すなわち地理的な要素と事業特性の要素を

考慮に入れて，企業全体で整合性のあるサービス

提供の仕組みを志向していた。

⑷ 各国組織と本社部門との関係

多くの場合，各国の産業保健組織は，直接には

それぞれの国で属する部門（多くは人事部長）に

業務報告し，本社産業保健部門とは具体的な業務

面でのサポートやアドバイスを受けるという関係

であった。特に，米国企業は経営上のリスク管理

の一環としてCorporate Separatenessと呼ばれ

る現地法人ごとの対外的な独立性と，各事業の世

界戦略を展開する上での事業部門ごとの統一性の

バランスに敏感であり，産業保健組織の形態もそ

の状況を反映したものと考えられる。業務の標準

化レベルによって，本社産業保健部門の関与の大

きさは企業ごとに大きく異なっていた。産業保健

部門内の関係が強く，業務指示，承認，活動評価

等の多くが産業保健部門内で実施されていた企業

も２社存在した。また，現在は具体的な業務指示

等の関連が存在しない企業でも，部門内の関係を

強め，業務の標準化を図ろうとする傾向が強いこ

とが一般的であった。

⑸ 専門職の配置

ほとんどの企業で，産業医の業務を限定的に考

え，その配置数を削減する傾向にあった。特に米

国では看護職の教育レベルが高く，また医師との

間に給与格差が大きいため，工場等の事業所での

日々の産業保健サービスを看護職に任せ，それを

複数の事業所をカバーする地域担当の産業医がサ

ポートする形態を取っていることが多かった。

産業保健部門がいくつかの特徴的な機能を持つ

企業も存在した。例えば，健康増進の専門家や疫

学専門家を常勤で配置していている企業も存在し

た。

２.産業保健活動の内容

⑴ 業務内容

業務の内容は，事業者責任がある活動およびビ

ジネスに対するサポート，健康増進等が中心であ

り，健康増進を除き業務との関係がない疾病の医

学的管理は行われていない。また健康診断の実施

も，任意での参加プログラムとして位置づけられ

ていた。

これらの活動の根拠や評価は，労働者の福祉よ

り企業のリスク回避やベネフィットによるもので

ある。しかし，賠償や労働組合など経営上リスク

のレベルが高い米国においては，産業保健活動の

実施根拠が企業の立場によるものであっても基本

的には労働者との大きな利害は生じていない。

・ 事業者責任のあるプログラム

特殊健診，職務適性の評価，旅行医学（情報
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提供および予防接種），アルコール薬物検査，

職業性傷病への対応，法令遵守など

・ ビジネスに対するサポート

欠勤者の早期復職を目指した対応（Disabil-

ity Management／Case Management），商

品開発時からの労働衛生的サポート，発展途

上地域での業務展開時の医療状況等の調査，

人道的医療援助など

・ 医療費削減に繫がるプログラム

セカンドオピニオンとして，従業員が適切な

治療を受けるためのサポート（Diseases
 

Management）や，健康増進プログラムな

ど

⑵ 業務の標準化

企業ごとに業務の標準化はまちまちであるが，

前述のように標準化を強める傾向にあった。特に，

各国組織と本社部門との問に，業務指示，承認，

活動評価等の関係が強い場合には，業務の標準化

の程度が高い傾向にあった。ただしそのような場

合でも，地域・国の特性を認めることの重要性に

ついては，ある程度認識されていた。例えば，標

準化に当たって各産業医にその作成や更新に参加

させるなど，できるだけ実効性が上がるような標

準化の仕組みを有していた。

活動の内容および質の管理を行うとともに，継

続的な改善を図るために，調査したすべての企業

でマネジメントシステムによる安全衛生活動が実

施されていた。さらに，企業内での統一的な監査

の仕組みが存在している企業がほとんどであった。

ただし，監査の実施については，産業衛生が安全

部門に属する企業では産業保健に関する監査が正

式には実施されていなかったり，独立した監査部

門による監査が中心で専門家が参加しなかったり，

いくつかの課題が認識されていた。

前述の標準化の程度を強める傾向に合わせて，

その実効性を高める監査についても強化する方向

が認められた。

⑶ 健康増進プログラム

いくつかのプログラムについては，特徴的な傾

向が認められた。まず健康増進に関しては，フィ

ットネスセンターの運営といった施設型のサポー

トから，Webサイトを用いた情報提供やプログ

ラムヘの参加を求めるものに移行する傾向があっ

た。これは，米国でも点在した事業所の従業員に

同等なサービスを提供することが困難であること

と，コストベネフィットを高める狙いが存在する

と考えられる。このようなWebサイトのほとん

どは，専門業者が作成し，サポートするシステム

を，各社のWebのデザインに併せてカスタマイ

ズしたものである。提供されている情報としては，

病気に対する情報，薬品に関する情報，症状に対

応する疾病に対する情報などである。また，同サ

イトを通じてHRA（Health Risk Appraisal）

を実施したり，禁煙プログラムやフィットネスプ

ログラムを企画し，参加を呼びかけるなどの努力

を行っていた。
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また，米国ではほとんどの企業の健康保険が自

己保険であるため，受診状況が保険料負担に直結

する関係にあるため，医療費の削減が健康増進プ

ログラムの大きな目的となっている。そのため，

参加者には賞金（数百ドル）を出して参加率を高

めたりするなどの工夫を行っていた。

⑷ 復職支援プログラム

米国では，日本に比べて従業員の欠勤率が高い

ため，欠勤（Absenteeism）に対する対策が重要

となっている。さらに最近では，さまざまな健康

上 の 理 由 に よ る 業 務 能 率 の 低 下

（Presenteeism）への対策が，産業保健活動の

一つと考えられるようになっている。このような

背景のもと，復職支援（Disability Management

またはCase Management）が強化される傾向に

あった。

健康上の理由で企業を欠勤した場合，職場から

直接その理由を詳細に尋ねて対処することはプラ

イバシー上の問題もあり困難であるため，一定の

手順に沿って，欠勤する従業員から産業保健部門

に連絡することが，病気欠勤の条件にするなどの

対応が行なわれていた。

３.教 育

⑴ ビジネス教育

米国の産業保健組織は，一つの部門として専門

職が運営し，また管理職としての役割を果たす専

門職がいるため，企業としての方針およびビジネ

ス手法に関する教育の受講機会は，それぞれのポ

ジションに応じて，他の部門と同様に存在するこ

とが一般的であった。この教育には，リーダーシ

ップ，予算管理，ネゴシエーション，プロジェク

ト管理など，幅広いものが存在する。毎年の業務

評価と翌年の業務計画を立てるための上司との面

接で，受講計画が立てられている。

⑵ 専門教育

それぞれの産業保健専門職は，専門学会に属し，

また専門分野のCertificateを取得することが一

般的であるため，専門職としての教育は外部での

機会を利用することが一般的であった。このよう

な機会であっても，最新情報の収集と専門性の維

持のために業務上必要と認め，ほとんどの場合企

業が費用を持ち，業務の一環で受講していた。

一方，社内では，企業全体で取り組む課題につ

いて個別的な教育を行っていた。特にグローバル

に展開する企業においては，一定の頻度で産業医

等が集う機会が存在することが多いが，そのよう

な機会を活用して重点課題に対する教育を実施し

ていた。また，電話会議のシステムを利用して，

教育コスト削減に取り組む姿も認められた。

ま と め

米国を本拠地とするグローバル企業では，産業

保健を企業活動の一部として明確に意識し，コス

ト効率のよい産業保健サービスを目指した展開が

行われていた。特に，工場等の事業所においては

看護職等の産業保健専門職を活用し，産業医の数

を減らして人件費を削減しながら，一方で産業保

健組織のトップには権限を持つ統括産業医を配置

し，企業の健康に関する方針を明確にしながら業

務を進めていた。そのために社内スタッフに対し

ては，専門職としての教育のみならず，企業組織

人としての教育機会が，他部門の従業員と同様に

提供されていた。

さらに単に米国内の従業員のみならず，関連企

業に対して一定の標準に基づくプログラムの提供

を前提としたマネジメントシステムを導入し，実

施状況を監査等の方法で評価し有効性を高める方

法をとっていた。このような考え方は，日本企業

が海外に進出する際に進出先での安全衛生レベル

の標準化と維持に参考になる方法と考えられる。

ただし，米国では一般健診や保健指導といった

産業保健組織が従業員個人に直接を行うサービス

は限定的であり，一方で医療費の高騰が直接保険

料に反映する仕組みであるため，医療費削減のた

めの健康増進や疾病管理のプログラムが行われて

いた。また欠勤率を低減させるための復職支援プ

ログラムが拡大する傾向があった。具体的なサー

ビス内容については，社会的制度的な背景が色濃

く反映しており，それぞれの国の法律や制度，文

化を十分に考慮すべきものと考えられる。
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